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税
・
証
明

夜
間
・
日
曜
納
税
窓
口

●
夜
間
納
税
窓
口　

日
時
／
毎
週
木
曜
日
20
時
ま
で
。

●
日
曜
納
税
窓
口　

日
時
／
10
月
28
日
㈰
10
時
〜
15
時
。

場
所
・
詳
細

納
税
課（
市
役
所
本
庁
舎
12
番
窓
口
）

☎
381

・

1
0
1
3

夜
間
証
明
交
付
窓
口

日
時
／
毎
週
火
・
木
曜
日
20
時
ま
で
。

場
所
／
市
民
課（
市
役
所
本
庁
舎
１
階
正

面
玄
関
か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
）。

●
夜
間
窓
口
で
受
け
付
け
す
る
証
明

　

住
民
票（
広
域
交
付
を
除
く
）、
印
鑑

証
明
、
戸
籍
全
部（
個
人
）事
項
証
明
な　

　

ど

。

転
出
届
や
転
入
届
な
ど
の
異
動
届
は
お

受
け
し
て
い
ま
せ
ん
。

●
本
人
確
認
書
類

　

次
の
い
ず
れ
か
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

①
運
転
免
許
証
、パ
ス
ポ
ー
ト
、写
真
付

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
な
ど
官
公
署
が

発
行
し
た
顔
写
真
付
き
の
書
類
／
1
点
。

②
健
康
保
険
証
、生
活
保
護
受
給
者
証
、

年
金
手
帳
、
学
生
証（
写
真
付
き
）、
社

員
証（
写
真
付
き
）な
ど
の
書
類
／
2
点
。

●
電
話
予
約
が
必
要
な
証
明

　

所
得
証
明
、課
税
証
明
、納
税
証
明
な

ど
は
市
民
税
課
へ
要
予
約
。

詳
細

市
民
課
市
民
係
☎
381
・
1
0
2
0

市
民
税
課
市
民
税
係
☎
381
・
1
0
1
2

土
地
・
家
屋
の
現
況
調
査

　

土
地
の
立
ち
入
り
や
家
屋
の
内
部
を

調
査
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

（
12
月
ま
で
実
施
）。
調
査
員
は「
固
定

資
産
評
価
補
助
員
証
」を
携
行
し
て
い

ま
す
。

詳
細

資
産
税
課
家
屋
係
☎
381
・
1
4
0
4

福
祉
・
健
康

市
民
手
話
教
室

手
話
に
ト
ラ
イ
！

　
対
象
／
市
内
在
住
の
小
学
生
以
上
。

無
料 

日
時
／
10
月
20
日
㈯
10
時
〜
12

時
。
会
場
／
野
幌
公
民
館
研
修
室
5
号

（
野
幌
町
13-

6
）。
定
員
／
40
人
。
申

込
方
法
／
10
月
15
日
㈪
ま
で
に
フ
ァ

ク
ス
ま
た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し
込
み
。

先
着

申
込
先
・
詳
細

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

☎
381
・
1
0
3
1　

381
・
1
0
7
3

fukushi@
city.ebetsu.lg.jp

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

　

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
る
方
は
事
前

に
申
請
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
障
が
い

程
度
区
分
の
認
定
調
査
が
必
要
に
な
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
の
更
新

を
希
望
の
方
は
、
有
効
期
限
近
く
に
郵

送
さ
れ
る
申
請
書
類
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

対
象
と
な
る
主
な
サ
ー
ビ
ス
／
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
、シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、生
活
介
護
、

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
、就
労
継
続
支
援
、移
動
支
援
、日

中
一
時
支
援
な
ど
の
居
宅
・
通
所
支
援
、

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
、ケ
ア
ホ
ー
ム
、施
設

入
所
な
ど
の
入
所
支
援
。

申
請
先
・
詳
細

福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

☎
381
・
1
0
3
1

国
民
健
康
保
険
証
の
更
新

　

新
し
い
国
民
健
康
保
険
証
を
簡
易
書

留
郵
便
で
郵
送
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

不
在
の
場
合
は
配
達
さ
れ
ず
、
郵
便
局

の
保
管
期
間（
1
週
間
）を
過
ぎ
る
と

市
役
所
へ
返
送
さ
れ
ま
す
。

　

市
役
所
の
窓
口
で
お
渡
し
す
る
旨
の

通
知
を
受
け
、
ま
だ
新
し
い
保
険
証
へ

更
新
を
し
て
い
な
い
世
帯
は
、
至
急
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
細

国
保
年
金
課
国
保
給
付
係

☎
381
・
1
0
2
8

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

国
保
の
手
続
き

　

国
民
健
康
保
険
は
、
他
の
健
康
保
険

な
ど
に
加
入
し
て
い
な
い
方
や
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
の
適
用
に
よ
り
扶
養

か
ら
は
ず
れ
た
方
な
ど
は
必
ず
加
入
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
国
保

か
ら
お
勤
め
先
の
健
康
保
険
な
ど
に
加

入
さ
れ
た
場
合
に
も
届
出
が
必
要
で
す
。

加
入
や
脱
退
な
ど
は
14
日
以
内
に
、
次



その他講座・催し物スポーツ 消防募集講座・催し物スポーツ 消防募集・その他

リフォームのしかたいろいろ-お気軽にご相談ください。
船木建設(株)の大規模リフォーム住宅。

押し売りはしません

仮住まい無償で提供仮住まい無償で提供

の
証
明
書
な
ど
を
持
参
し
、
窓
口
で
手

続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

●
国
保
に
加
入
す
る
場
合

社
会
保
険
資
格
喪
失
証
明
書
な　

　

ど

。

●
国
保
を
脱
退
す
る
場
合

社
会
保
険
資
格
取
得
証
明
書
な　

　

ど

。

詳
細

国
保
年
金
課
国
保
賦
課
係

☎
381
・
1
0
2
8

後
納
制
度
が
始
ま
り
ま
す

　

本
年
10
月
か
ら
3
年
間
に
限
り
、
過

去
10
年
以
内
の
納
め
忘
れ
た
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
後

納
制
度
が
始
ま
り
ま
す
。

　

平
成
14
年
10
月
分
以
降
の
納
め
ら
れ

な
か
っ
た
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で
、

将
来
の
年
金
額
を
増
や
し
た
り
、
年
金

の
受
給
権
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
可
能
に

な
り
ま
す（
す
で
に
老
齢
基
礎
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方
は
、
納
め
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
）。
な
お
、同
制
度
は
事
前

申
込
が
必
要
で
、審
査
の
結
果
、ご
利
用

い
た
だ
け
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

詳
細

国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
0
5
7
0
・
0
1
1
・
0
5
0

新
さ
っ
ぽ
ろ
年
金
事
務
所

☎
0
1
1
・
8
9
2
・
9
3
1
6

元
気
の
達
人
養
成
講
座

　

介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
と
な
ら
な

い
た
め
の
運
動
や
食
事
、
口
腔
ケ
ア
や

病
気
の
予
防
な
ど
、
今
日
か
ら
で
き
る

生
活
の
ポ
イ
ン
ト
を
分
か
り
や
す
く
お

話
し
ま
す
。

対
象
／
3
日
間
と
も
受
講
で
き
る
65
歳

以
上
の
方
で
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
な
い
方
。
日
程
／
①
11
月
9
日
・
16

日
・
30
日
の
全
て
金
曜
日
。
②
11
月
12

日
・
19
日
・
26
日
の
全
て
月
曜
日
。
時

間
／
10
時
〜
12
時
。
会
場
／
①
対
雁
自

治
会
館（
対
雁
115
‐
115
）。
②
あ
け
ぼ

の
ふ
れ
あ
い
会
館（
あ
け
ぼ
の
町
11
）。

定
員
／
各
20
人
。
先
着

申
込
先
・
詳
細

①
江
別
第
一
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
389
・
4
1
4
4

②
江
別
第
二
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
389
・
5
4
2
0

介
護
予
防
出
前
講
話

　

活
動
的
な
自
分
で
い
る
た
め
に
今
か

ら
始
め
ら
れ
る
介
護
予
防
の
知
識
を
、

サ
ー
ク
ル
や
グ
ル
ー
プ
活
動
の
場
所
に

出
向
い
て
、お
話
し
ま
す
。
無
料

対
象
／
65
歳
以
上
の
市
民
が
5
人
以
上

含
ま
れ
る
グ
ル
ー
プ
な　

　

ど

。

申
込
方
法
／
希
望
日
の
1
か
月
前
ま
で

に
申
し
込
み
。

申
込
先
・
詳
細

江
別
第
一
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
389
・
4
1
4
4

江
別
第
二
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
389
・
5
4
2
0

野
幌
第
一
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
381
・
2
9
4
0

大
麻
第
一
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
388
・
5
1
0
0

介
護
保
険
課
☎
381
・
1
0
6
7

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

　

世
帯
全
員
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
利

用
者
負
担
額
が
上
限
額
を
超
え
た
と
き

は
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

申
請
方
法
／
本
人
名
義
の
預
金
通
帳
と

介
護
保
険
被
保
険
者
証
を
持
参
し
て
申

請
。
一
度
申
請
を
す
る
と
、
そ
の
後
は

自
動
的
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
先
・
詳
細

介
護
保
険
課
介
護
給
付
係

☎
381
・
1
0
6
7

利　用　者　負　担　額 上　　限　　額
一般世帯 世帯合計　月 37,200円
住民税非課税世帯 世帯合計　月 24,600円
●合計所得金額および課
税年金収入額の合計が
80万円以下の方

●老齢福祉年金の受給者
個　　人　 月 15,000円

生活保護受給者 世帯合計・個人　　　　
　　　　　 月 15,000 円

利用者負担を月 15,000円に
減額することで、生活保護受
給者とならない方

世帯合計　月 15,000円


